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新潟市消防局障がい者活躍推進計画 

 

Ⅰ．策定にあたって  

 新潟市消防局障がい者活躍推進計画（以下「本計画」という。）は、令和元年６月に改正

された障害者雇用促進法、ならびに厚生労働大臣が作成する指針に即し、「障害者である職

員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」として策定するものです。 

 障がい当事者の視点に立つとともに、「新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまち

づくり条例」に掲げる「全ての市民が障がいや障がいのある人に対する理解を深めるととも

に、話合いにより相互の立場を理解すること」との基本理念を踏まえ、障がいのある職員を

含む全ての職員が働きやすい職場づくりに向けて、しっかりと取り組んでいきます。 

 

 令和３年３月 

新 潟 市 消 防 局 

 

 

１．策定主体  

  本計画の策定にあたっては、その策定主体は任命権者ごとと定められていることから、

新潟市消防局が策定しますが、これに基づく取り組みは、市長部局と連携しながら実施し

ます。 

 

 

２．計画期間  

  本計画の期間は、令和３年３月２４日から令和７年３月３１日までとします。 

  なお、計画期間内においても、毎年度、取り組み状況等を確認・検証し、必要に応じて

計画の見直しを行います。 

 

 

３．計画の周知および公表  

  本計画は、庁内掲示板への掲載等により、当局職員に対して周知するとともに、市のホ

ームページにも掲載するなど、適切な方法で公表します。 
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Ⅱ. 新潟市消防局における障がい者雇用等の状況 

１. 障がい者雇用率の状況  

 障害者雇用促進法では、地方公共団体の責務として、「自ら率先して障害者を雇用するよ

うに努めなければならない」とされ、障がい者の雇用の場の確保に向けて、民間企業等より

も高い法定雇用率が設定されています。 

 本市の市長部局における、令和元年６月１日現在の障がい者雇用率は以下のとおりです。 

 

法定雇用率 
法定雇用障がい者数の 

算定基礎となる職員数 
障がい者の数 実雇用率 

２．５％ ６，５３６人 １３５．５人 ２．０７％ 

 

 消防吏員は、障害者雇用促進法第３８条の適用が除外されており、障害者雇用率制度の除

外職員であることから、障がい者に限った採用は行っていませんが、在職中に疾病・事故等

により障がい者となった職員が在籍することも考えられるため、合理的配慮の実施による働

きやすい環境づくりなど、障がい者である職員の視点や意見を踏まえた取り組みが必要です。 

 

 

２．職員アンケート結果  

 障がい当事者の目線に立った働きやすい職場づくりを進めるため、障がいのある職員を対

象にアンケートを実施しました。 

 ① アンケート名 

   「職場等の満足度に関するアンケート調査」 

 ② 対象者 

   身体障がい、精神障がいまたは知的障がいを有する職員 合計４名 

 ③ 実施期間 

   令和３年１月１５日から令和３年２月１０日までの間 

 ④ アンケート内容 

 【問１】消防局に就職し、現在働いていることについての全体評価について 
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【問２】現在の仕事内容について 

 

 

 

 

 

 

【問３】現在の業務量について 

 

 

 

 

 

 

【問４】物理的な作業環境（休憩スペース、動線の確保など）について 

 

 

 

 

 

 

【問５】相談体制等の職場環境（遠慮なく相談できる環境、相談方法の周知、定期面談の 

実施など）について 

 

 

 

 

 

 

【問６】勤務する上での障がいへの配慮（障がいの特性に合った業務分担・業務指示、通

院への配慮、勤務時間の調整など）について 
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Ⅲ 障がい者の活躍推進に向けた取組 

１．推進体制の整備 

 ⑴ 基本的な考え方 

  ○ 障がい者の活躍推進に向けた取組を持続的・継続的に進めていくためには、推進体

制をしっかりと整備し、計画策定から取組の推進・見直しについて、ＰＤＣＡサイク

ルを確立する必要があります。 

  ○ また、障がいのある職員や職場の管理監督者等が相談できる体制を整えるとともに、

すべての職員の障がい理解を深めていくことが重要です。 

 

⑵ 取組内容 

ア 職員アンケートの実施等 

  （ア）職員アンケート等の実施 

     障がい者の活躍推進に向けた取り組み等について、障がいのある職員に対するア

ンケート等を実施し、いただいた意見を取組へ反映します。 

 

  （イ）「障がい者雇用推進者」の選任 

     企画人事課長を「障がい者雇用推進者」として選任し、全庁的に取組を推進しま

す。 

 

  イ 相談先の確保等 

  （ア）「差別相談専門窓口」及び「庁内相談窓口」の配置 

     障がいのある人に対する差別の解消を効果的に推進するため、市の障がい福祉課

や障がい者基幹相談支援センターを設置しており、障がいのある人またはその家族、

支援者、事業者からの相談を受け付けています。 

     また、庁内にも障がいのある職員本人や、職場で支援にあたる管理監督者等が相

談できる窓口として、企画人事課人事育成係に障害者職業生活相談員を選任します。 

なお、選任された障害者職業生活相談員は、障害者職業生活相談員資格認定講習

を受講することとします。 

 

   ＜庁内相談窓口＞ 

 

 

 

  （イ）国等の機関における相談窓口の活用 

所属先 相談窓口 

消防局各所属 企画人事課 
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     新潟県労働局に設置されている「職場適応支援者」による相談窓口等についても、

職員に周知し活用を促進します。 

  ウ 障がい理解の促進 

  （ア）職員研修所における研修の実施 

     職員研修所において実施される研修を受講し、不利益な取り扱いの禁止や合理的

配慮の必要性をはじめとした障がい理解の促進に向けた講座を設定し、職員の理解

の深化を図ります。 

 

  （イ）e－ラーニングの活用 

     「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座（e－ラーニング版。厚生労働省）」

等を周知し・活用し、障がいに係る基礎知識や必要な配慮等に関する職員理解の促

進を図ります。 

 

 

２．職務の選定・マッチング等 

 ⑴ 基本的な考え方 

   障がいのある職員の活躍を推進していくためには、職員一人ひとりの障がい特性や能

力、希望等を十分把握し、総合的に検討して業務との適切なマッチングを図っていくこ

とが重要です。 

 

 ⑵ 取組内容 

   管理監督者との面談の実施 

    人事評価や自己申告書提出時または本人の希望があった際における、所属の管理監

督者による面談等を通じて、障がい者一人ひとりの障がい特性や能力、希望等を把握

し、業務との適切なマッチングを推進します。 

 

 

３．職場環境の整備 

 ⑴ 基本的な考え方 

   障がいのある職員が安心して働ける環境を整え、能力・意欲を最大限発揮していくた

めには、施設や就労支援機器等の整備のほか、管理監督者による障がい特性等の把握を

通じた合理的配慮の提供を行う必要があります。 

 

 ⑵ 取組内容 

  ア 施設の整備 
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    障がい特性に配慮し、多目的トイレ、スロープ、エレベーター、休憩室等の施設を

整備します。 

 

  イ 就労支援機器等の整備 

    音声読み上げソフトや画面拡大ソフト等の就労支援機器や、リーディングアシスタ

ント等の補助者の配置など、障がい特性を踏まえた体制整備を推進します。 

 

  ウ 合理的配慮の提供 

    例えば知的障がいがある職員に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成し、

業務指示や作業手順を分かりやすく示したり、精神障がいのある職員に対して通院・

体調に配慮するなど、障がい者一人ひとりの障がい特性や能力、希望等を把握し、働

きやすい職場環境の整備に向けた合理的配慮の提供を行います。 

 

 

４．職員の育成等 

⑴ 基本的な考え方 

 職員の採用等を行うにあたっては、厚生労働省が示している「障害者差別禁止指針」及

び「合理的配慮指針」等を十分に踏まえて対応します。 

  採用した後も、ＯＪＴや各種研修、人事異動等を通じて、計画的にキャリア形成を図っ

ていくことが重要です。 

  また、誰もが障がいのある職員という立場になる可能性を有していることから、職員一

人ひとりが研修等を通じて障がいに対しての理解を深め、障がいのある人もない人も、安

心して働くことができる組織を目指す必要があります。 

 

⑵ 取組内容 

ア キャリア形成に向けた取組 

 （ア）研修を通じた能力向上 

    職員研修所の研修等を通じて、実務能力や専門性の向上を図ります。 

 

 （イ）研修受講にあたっての配慮 

視覚障がい者に対して資料を点字化したり、聴覚障がい者に対して手話通訳士が同

席するなど、研修受講にあたり必要な配慮を行います。 

 

イ 多様で柔軟な働き方の推進 

   年次休暇の取得促進 
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    ワーク・ライフ・バランスの実現等を図るため、年次休暇等の取得を促進します。 

 

ウ 人事配置等における配慮 

   障がい特性等を踏まえた人事配置 

所属の管理監督者による人事評価や人事評価とあわせた面談等を通じて、障がい者

一人ひとりの障がい特性や能力、希望等を把握するとともに、人事異動にあたっては、

合理的配慮に基づく、業務との適切なマッチング等を図ります。 

 

 

５．優先調達等 

基本的な考え方 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（以下「優先

調達推進法」という。）第９条の規定に基づき、本市における障がい者就労施設等への

発注等を通じて、障がい者の活躍の場の拡大を図ります。 
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Ⅳ 目標 

 定着に関する目標 

  〇 不本意な離職を極力生じさせない 


